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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象地域  福島町内全域 

計画期間 平成２８年度～平成３０年度 

対象鳥獣 エゾシカ・ヒグマ・キツネ・タヌキ・ハト・スズメ・カラス・トド・オッ

トセイ 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（平成２７年度） 

鳥獣の種類 
被 害 の 現 状 

品 目 被害数値 

ヒグマ 水稲、スイートコーン 3.0ha：１５０千円 

エゾシカ 水稲、豆類、トドマツ・杉等 3.1ha：１４４千円 

キツネ スイートコーン、イチゴ 0.5ha：   ５３千円 

タヌキ イチゴ、スイートコーン 1.5ha：２３２千円 

ハト 水稲 4.5ha：２２９千円 

スズメ 水稲 6.1ha：３０７千円 

カラス 水稲 1.1ha：１０９千円 

トド 魚網、漁獲物 被害金額は不明 

オットセイ 魚網、漁獲物 被害金額は不明 

計  １，２２４千円 

（２）被害の傾向 

【ヒグマ】 

農業振興地域（千軒・三岳・桧倉地区）において、水稲、スイートコーンなど農

作物への食害が発生している。 

水稲は、秋の食害及び生産期間内の踏み荒らしによる被害が毎年発生している。 

【エゾシカ】 

急激な増加により５００頭以上が生息している状況が想定され、町内全域に出没

し水稲の踏み荒らしや農作物の食害が非常に多発している状況である。 

 また、山林では角研ぎ及び新芽への食害も確認されており、山林への被害も深刻

となっている。 

【キツネ】 

春期から秋期にかけて町内全域に出没しており、イチゴやスイートコーン等の各

種農作物に対しての食害被害が増加している。小規模農家や家庭菜園規模での栽培

を行っている農家の就農意欲の低下へも繋がっている。 

また、施設栽培に使用しているビニールハウスで、ビニールの破損被害も増加し

ている。 

【タヌキ】 

春期から秋期にかけて、町内全域に出没しており、イチゴやスイートコーン等の

各種農作物に対しての食害被害が増加している。小規模農家や家庭菜園規模での栽

培を行っている農家の就農意欲の低下へも繋がっている。 



【ハト・スズメ・カラス】 

 水稲の収穫時期を迎える秋期に集中して食害が発生しており、爆音機等の対策を

講じているものの、あまり被害抑制に繋がっていない。 

【トド・オットセイ】 

冬期間から春期間にかけて、トド及びオットセイの出没により漁場の水産資源が

逃げることで漁獲量が減っている。 

また、漁網の破損被害も多数報告されている。 

 

（３）被害軽減目標 

指標 現状値（平成２７年度） 目標値（平成３０年度） 

被害金額 １，２２４千円 現状値の３０％軽減 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課   題 

ヒグマ 

捕獲等に関

する取組 

 

 

 

毎年、地元ハンターにより出動体制

の調整を行い、継続的に出没する個体

や人身被害の恐れがある危険グマにつ

いて、銃器や箱わなを用いて駆除を実

施している。 

地元ハンターの協力により、目撃情報が

寄せられた場合や、頻繁に出没する地域に

は定期的な巡視を依頼しているが、ハンタ

ーの高齢化と人員不足が著しく、将来への

担い手確保が急務となっている。 

ヒグマ 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

 

 

農業被害が多発している圃場に対

し、電気牧柵を設置し侵入防止を図っ

ている。また、誘引物となっている樹

木の除去及び緩衝帯設置により被害防

止対策を行っている。 

電気牧柵の設置した圃場については、物

理的に侵入を抑制するため、協議会から貸

し出ししているが、個体数が年々増加した

場合は電気牧柵に不足が生じることが想定

される。 

エゾシカ 

捕獲等に関

する取組 

 

 

 

近年は、地元ハンターが銃器による

捕獲で被害防止対策を行い、捕獲後は

肉等の有効活用とその他は焼却処分

し、年間の捕獲頭数は３０頭前後の捕

獲を想定している。 

農地に出没するエゾシカ対策は、電

気牧柵による対策を行っている。 

地元ハンターの協力により、目撃情報が

寄せられた場合や、頻繁に出没する地域に

は定期的な巡視を依頼しているが、ハンタ

ーの高齢化と人員不足が著しく、将来への

担い手確保が急務となっている。 

エゾシカ 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

 

 

農業被害が多発している圃場に対

し、電気牧柵及びくくり罠を設置し侵

入防止を図り、小規模被害については、

漁網設置等により被害防止対策を講じ

ている。 

電気牧柵の設置した圃場については、物

理的に侵入を抑制するため、協議会から貸

付申請に基づき貸し出ししておりますが、

個体数が年々増加傾向にあることから、電

気牧柵に不足が生じることが想定される。 



キツネ 

捕獲等に関

する取組 

 

 

 食害等の通報が頻繁に発生したり、

住宅付近に頻繁に出没する場合は誘引

物を除去した後、箱わなを設置して捕

獲に努めてきた。毎年数頭は箱わな設

置により捕獲している。 

現在の地元ハンターだけでは捕獲の対応

が不十分な状況となっていることから、農

家が自ら被害抑制に努められるよう免許取

得の促進に努める必要がある。 

キツネ 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

 

 

被害が多く発生する圃場に電気牧柵

を設置するとともに、農家個々が魚網

等により被害防止対策を行っている。 

電気牧柵等の設置により被害防止対策の

推進を図る必要があるが、資材に不足が生

じている。 

また、電気牧柵設置は農作物の収穫時で

はなく、もっと早い段階の設置により作物

の味をわからせない対策が必要である。 

タヌキ 

捕獲等に関

する取組 

 

 

 

食害等の通報が頻繁に発生したり、

住宅付近に頻繁に出没する場合は、箱

わなを設置して捕獲に努めてきた。毎

年数頭は箱わなにより捕獲している。 

現在の地元ハンターだけでは捕獲の対応

が不十分な状況となっていることから、農

家が自ら被害抑制に努められるよう免許取

得の促進に努める必要がある。 

タヌキ 

防護柵の設

置等に関す

る取組 

 

 

被害が多く発生する圃場に電気牧柵

を設置するとともに、農家個々が魚網

等により被害防止対策を行っている。 

電気牧柵等の設置により被害防止対策の

推進を図る必要があるが、資材に不足が生

じている。 

また、電気牧柵設置は農作物の収穫時で

はなく、もっと早い段階の設置により作物

の味をわからせない対策が必要である。 

ハト・スズ

メ・カラス

捕獲等に関

する取組 

 

 

 近年、鳥類による食害が多発してお

り、爆音機設置等により対策を講じて

きたが効果が薄い状況にあり、銃器に

よる捕獲を行い捕獲している。 

 現在の地元ハンターだけでは捕獲対応が

不十分な状況となっていることから、鳥類

被害防止策として電子防鳥機の設置を検討

する。 

トド・オッ

トセイ捕獲

等に関する

取組 

 

 

 

トドについてはハンターによる銃器

での捕獲や追い払いを行っている。 

強化網の設置により被害防止対策の推進

を図る。 

 



（５）今後の取組方針 

・地元ハンターの高齢化に伴い、ハンターの減少に歯止めが必要と考え、担い手確

保に努める対策が必要である。 

・電気牧柵等の設置により、水田、畑への侵入抑制を図り被害の未然防止に努める。 

・農業者等のわな猟免許取得者の増加、わな猟具の導入促進を図る。 

・被害の調査や防止対策の協議 

・鳥獣被害対策実施隊を中心に捕獲活動の強化を図るとともに、緩衝帯設置による

被害の未然防止に努める。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

鳥獣被害対策実施隊のうち対象鳥獣捕獲員が中心し、福島町鳥獣被害防止計画に

よる被害防止施策を適切に実施する。 

エゾシカは、銃器による捕獲を基本とし対象鳥獣捕獲員が行い、くくり罠につい

ては、実施隊メンバーで狩猟免許保持者が行い、その他の隊員はサポート役とした

役割分担により捕獲体制を確立する。 

ヒグマは、銃器保持者が少ないが最善の捕獲体制に努めるとともに、箱わな設置

による捕獲体制を整備する必要がある。 

タヌキ・キツネは、実施隊を中心に箱わな設置体制を必要に応じ強化する。 

鳥類は、有害駆除員が銃器による捕獲に努める。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取 組 内 容 

平成 28 年度 

～ 

平成 30 年度 

エゾシカ ・狩猟免許の取得に係る情報周知 

・電気牧柵の設置 

・捕獲技術講習会の開催 

・知内・福島地域エゾシカ対策会議 

 平成２６年度にハンターの高齢化と人員不足を

緩和することを目的に設立し、両町の協力による

広域でのエゾシカ対策を実施。 

ヒグマ ・狩猟免許の取得に係る情報周知 

・電気牧柵の設置 

・緩衝帯設置による被害防止 

・箱わなの更新 

キツネ・タヌキ ・狩猟免許の取得に係る情報周知 

・電気牧柵の設置 

・箱わなの更新 

ハト・スズメ・

カラス 

・電子防止鳥機の設置 

 

 

 



（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

ヒグマ 北海道ヒグマ保護管理計画との整合性を図りながら、捕獲するこ

ととし、個体数は近年の最高捕獲数である８頭として計画する。 

エゾシカ 捕獲頭数は、近年の捕獲状況を平均すると３０頭前後を推移して

いるが、ハンターの増員に伴う捕獲可能頭数の増加及び個体数の生

息数が増加することを想定し、年間捕獲数を５０頭とする。 

キツネ 近年の捕獲状況は５頭以下で推移しているが、農作物への食害が

あった場合は、積極的に駆除を行うこととし、年間捕獲数を２０頭

とする。 

タヌキ  近年の捕獲状況は１頭にとどまっているが、農作物への食害があ

った場合は、積極的に駆除を行うこととし、年間捕獲数を２０頭と

する。 

ハ ト ・ ス ズ

メ・カラス 

近年は、有害駆除として若干の捕獲活動を行っているが、捕獲数

等に設定せず必要に応じて対応する。 

トド 捕獲頭数については、北海道連合海区漁業調整委員会の指示に従

うこととする。 

 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

ヒグマ ８ ８ ８ 

エゾシカ ５０ ５０ ５０ 

キツネ ２０ ２０ ２０ 

タヌキ ２０ ２０ ２０ 

ハ ト ・ ス ズ

メ・カラス 
設定しない 設定しない 設定しない 

トド 設定しない 設定しない 設定しない 

 

捕獲等の取組内容 

ヒグマ 町内全域において、春期から秋期にかけて出没した場合、

銃器又は箱わな設置により捕獲する。 

エゾシカ  町内全域において、年間を通じて出没した場合、銃器又

はくくりわな設置により捕獲する。 

キツネ  町内全域において、年間を通じて出没した場合、銃器、

箱わなおよびくくりわな設置により捕獲する。 

タヌキ  町内全域において、年間を通じて出没した場合、銃器、

箱わなおよびくくりわな設置により捕獲する。 

ハト・スズメ・カラス  農業振興地域において、水稲収穫時期に飛来した場合、

銃器により捕獲する。 

トド 冬期間において、銃器により捕獲する。 



（４）許可権限委譲事項 

対 象 地 域 対 象 鳥 獣 

町内全域  タヌキ 

 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取  組 

平成２８年度 

～ 

平成３０年度 

エゾシカ 生ゴミや農作物の残さの管理徹底を図る 

 

ヒグマ 爆音機による追い払い 

生ゴミや農作物の残さの管理徹底を図る 

キツネ・タヌキ 生ゴミや農作物の残さの管理徹底を図る 

ハト・スズメ・

カラス 

爆音機による追い払い 

電子防鳥機による追い払い 

トド・オットセ

イ 

海上巡回の徹底を図る 

 

５．被害防止対策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害対策協議会の名称 福島町鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役  割 

福島町役場 農林漁業者や地域住民に対する啓発活動、被害状況の把握 

福島町農業委員会 農地等関する情報収集 

福島町農業協同組合 鳥獣被害調査 

福島吉岡漁業協同組合 海獣被害状況調査 

福島町森林組合 森林被害状況調査 

福島町町内会連合会 町内啓発活動 

福島町地域農政総合対策推進協議会 農業被害状況調査 

福島町有害鳥獣駆除会 銃器及びわなによる捕獲の実施 

鳥獣保護管理員 鳥獣全般に関する助言及び情報提供 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役      割 

渡島総合振興局農務課 農業被害把握、実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

渡島総合振興局環境生活課 被害状況把握、実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

渡島総合振興局水産課 水産被害把握、実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

渡島総合振興局林務課 林業被害把握、実施に関する情報提供及び技術的助言援助 

渡島農業改良ｾﾝﾀｰ渡島南部支所 農業被害状況把握、農業者に対する助言指導 

渡島総合振興局西部森林室 森林被害状況把握、林業者に対する助言指導 

檜山森林管理署 森林被害状況に関する情報提供 



 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

福島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱により有害鳥獣駆除会、鳥獣被害防止対策協

議会、役場農林課により実施隊を担い、活動の内容は、鳥獣被害防止計画に基づく

有害鳥獣の捕獲及び被害防除に関すること。  

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 関係町内会と連携を図り、情報収集につとめ積極的な取り組みを行う。 

 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

ヒグマ 試料提供後、皮や肉は有効活用しそれ以外は焼却処分する。 

エゾシカ 皮や肉については有効活用し、それ以外は焼却処分する。 

キツネ・タヌキ 焼却処分する。  

ハト・スズメ・カラス 焼却処分する。 

トド 皮や肉については有効活用し、それ以外は焼却処分する。 

 

７．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

特になし 

 


